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行政書士の出番ですよ！！
〜不断の改善／信頼の構築〜

会長メッセージ

　本会は、デδλϧ社会にରして、事業ܭըはもとより4%(Tのॏ఺取り૊み分໺と
して、࣋ଓ可ೳな։ൃ໨ඪ��「ਓや国の不ฏ等をなくそう」として、あらゆるਓの書
類（ύιコンや8FCなどのి࣓的ه࿥をؚむ）作成およͼそのఏग़等を行うݖརを༴
護する活ಈを௨じて、4%(T����˞�をλʔήοトとしてݙߩすることとしています。
　日本行政書士会連合会（日行連）では、各ॺにରしてデδλϧ社会の՝題ڞ༗のた
めに、࣍のཁ๬等を行っているものとฉきおよΜでいます。

　１�ɽ国民やখ規໛事業者におけるデδλϧデΟόイドのੋ正にࢿし、なりすましや不正申੥などの๷止、
ひいては国民のݖརརӹ࣮ݱのために、行政書士が申੥者の代理ਓとして௚઀ࢧԉを行えるγスςϜ
のߏ築

　２�ɽ行政खଓのデδλϧԽにおいては、װجγスςϜ等を用いた申੥代理が行えるよう行政書士のଐੑ
ೝূならͼに申੥者とҕ任ؔ܎の֬ೝが正֬にできるγスςϜのߏ築

　３�ɽ行政खଓのデδλϧԽにおける、طଘの各छखଓのൈ本的ݟ௚しやఴ෇書類লུ࣮ݱに޲けた分ੳ
ධՁ、サʔビスఏޙڙのγスςϜのվળ等において、これらのݕ౼をす΂く、国がઃஔするҕ員会、
༗ࣝ者会ٞ、ϫʔΩンάάϧʔプ等΁の行政書士のొ用

　このたͼ、中খا業ிは、࣋ଓԽڅ෇ۚを不正に受څした者として����者をೝ定するとともに、࣋ଓԽ
�૯ֹڅくެදがなされ、݄̒��日࣌఺における不正受ͮج෇規ఔ第��条第２項第２号の規定にڅ෇ۚڅ
��ԯ���ສ����ԁのൃදがなされたところです。˞�

たͪが、デδλϧ申੥におけࢲ　
る代理申੥の࢓૊みの無いγスς
Ϝにରし、ݒ೦していた՝題が、
。のものとなりました࣮ݱ
　そして、ా؛政ݖにおけるデδ
λϧிのಈきが、「デδλϧాԂ
౎ࢢ国家ߏ૝の࣮ݱ」とともに本
֨Խしています。
　݄̒̓日には、デδλϧ社会の
がֳߋըのมܭけたॏ఺޲にݱ࣮
ܾٞ定され˞�、ྩ࿨ （̓����）೥
౓までの政޻ࡦఔදがࣔされてい
ます。また、݄̓１日には、ྫ೥
の行政खଓ等の୨Է݁Ռ等の֓ཁ
（ྩ࿨３೥౓）˞�がൃදされています。

「誰一人、取り残さない」デジタル社会の実現に向けて
〜デジタル社会の実現に向けた重点計画（業務改革＞業務改善）〜

【出典：デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和4年〈2022年〉6月7日）P60】
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　行政書士制౓にとって、本当に多くの՝題、ཁ੥そして方਑がࣔされることになりました。
　デδλϧ社会の࣮ݱに޲けたࡦࢪの中৺にはマイφンόʔ制౓があり、まさに、会員の皆さまに協力い
ただいている日行連の૯務লからのҕୗ事業である「マイφンόʔΧʔド申੥खଓ૬ஊ員」等の活ಈです。
　また、マイφンόʔ制౓における৘ใ連ܞの֦大のなかでޙࠓの方ੑ޲が、࣍ のようにࣔされています。
「これまでに把握されている՝題から、ᶃ೥ۚなどの社会保ো制౓や税制、֐ࡂにؔする事務（ྫえばࡂ
行制౓におけるマイφンόʔのར用をվめてపఈするほか、ᶄ日本国಺にݱҚۚにؔする事務）などீ֐
中௕ཹࡏظする外国ਓにؔする行政खଓの事務、社会保ো制౓や税制以外における国家֨ࢿ等のデδλ
ϧԽにد༩する事務（ྫえば保༗者਺の多い֨ࢿ等や多くの行政खଓに代理などでؔ༩する֨ࢿ等とし
て、ڭ員や行政書士などの֨ࢿ等にؔする事務）、海外にॅࡏするཹࡏ๜ਓにରする行政खଓの࣮ࢪ、こ
のほかݸਓにؔするଐੑ৘ใをซͤてొ࿥؅理しその৘ใのมߋごとにݸผのखଓ等をཁしている事務な
ど（ྫえば自ಈंొ࿥にؔする事務など）について、ݕ౼の具体Խをਐめ、ैདྷのマイφンόʔར用事務
からの֦大をਤり、ར用者のアΫηγビϦςΟを֬保しつつ、デδλϧ݁׬をਤる。これをલఏに、各制
౓を所؅するؔ܎෎লிにおいても、国民にとってརศੑをײじてもらう΂く、その業務のࡏり方のݟ௚
しをਐめる。なお、トʔλϧデβインにͮجく本ਓをհした׭民の৘ใ活用では、ࡏݱのマイφンόʔ制
౓におけるマイφンόʔやマイφンόʔΧʔドのそれͧれの໾ׂや活用方法を౿まえてҐஔ෇けを੔理す
る。その上で、国民の理解をಘつつ、ྩ࿨̑೥（����೥）にマイφンόʔ法վ正をؚむඞཁな法Ҋఏग़な
ど法ྩの੔උを࣮ࢪし、ྩ࿨̒೥（����೥）以߱にγスςϜ等の੔උを行い、ྩ࿨̓೥౓（����೥౓）まで
に৽たな制౓をࢪ行することを໨指す」̡Ҿ用ɿデδλϧ社会の࣮ݱに޲けたॏ఺ܭը（ྩ࿨̐೥ʪ����೥ʫ
݄̒̓日）1��ʙ��ʳ
　そして、他方では、デδλϧ社会の࣮ݱに޲けたߏ଄վֵの中のࡁܦքཁ๬等のશ体૾とର応方਑で、
日本ஂࡁܦ体連合会等を中৺にࡁܦքより受ྖした໿����݅のཁ๬等の中でಛผなྫࣔとして、「本ਓ֬
ೝ（ੜ体ೝূ等）やਅ正 がωοΫとなり自ಈԽ等ができない（無ਓళฮ（ॺ໊、λイϜスλンプ等ࢠిੑ）
ൢച等）」「士業の業務独占や൑定ج४・ख法の限定、もしくはج४が不໌֬等のためデδλϧٕज़が活用
できない」がܝげられ、ྩ࿨̐೥຤をめどにओなࡁܦքཁ๬等についてはݟ௚し方਑をܾ定、ެදするࢫ
となっています。̡ 参রɿデδλϧ社会の࣮ݱに޲けたॏ఺ܭը（ྩ࿨̐೥ʪ����೥ʫ̒ ݄̓日）1��ʳ
　なお、デδλϧݪଇには、アδϟイϧΨόφンスݪଇ（ػಈ的でॊೈなΨόφンス）˞�が、ఏࣔされて
いることから、ࢲたͪにؔ܎するものもؚめてこれからのݟࡦࢪ௚しがスϐʔデΟʔにそして大୾にਐΜで
いくことが૝定されます。̡参রɿデδλϧ社会の࣮ݱに޲けたॏ఺ܭը（ྩ࿨̐೥ʪ����೥ʫ̒ ݄̓日）1��ʳ
　本会は、業務のվળਐาを皆さまに指ಋ等を行うཱ৔ではありますが、デδλϧԽの社会的ཁ੥は୯な
るվળではなくより大きなվળがٻめられ、ओ体的なվֵがඞཁになります。それが行われないと制౓の
信頼を築きଓけることはできまͤΜ。このたͼは、デδλϧ社会の࣮ݱに޲けたॏ఺ܭը（ֳܾٞ定）の
அย的なご঺հとなりました。
　しかし、ࢲたͪは、ެ׭ॺにఏग़する書類ばかりを作成しているのではなく、建ઃΩϟϦアアοプγス
ςϜ申੥、ܖ໿書や規໿などݖརٛ務・事࣮ূ໌にؔする書類を作成しており、デδλϧ社会におけるݖ
ར༴護΁の民ؒ՝題のର応は、行政の方਑やࡦࢪを଴つことなく࣮行しなければならない৔合もあるかも
しれまͤΜ。
　つきましては、会員の皆さま方におかれましては、デδλϧ社会΁の業務վֵをۓ٤のॏ఺՝題として
ҙࣝ的にお取り૊みいただき、会務΁のより一૚のご協力をいただきますようお願い申し上げます。

《参考》
※1　ターゲット10.2　すべての人の能力を強化し、社会・経済・政治への関わりを促進する
※2　持続化給付金の不正受給者の認定及び公表について
　　 https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka_fusei_nintei.html
※3　デジタル社会の実現に向けた重点計画
　　 https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document
※4　行政手続等の棚卸結果等
　 　https://www.digital.go.jp/resources/procedures_inventory_result/
※5　「アジャイル・ガバナンスの概要と現状」報告書（案）の意見公募手続（パブリックコメント）を開始しました
　　 https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220303003/20220303003.html
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